
○ 我が国の林業産出額は、近年は約4,500億円前後で推移。木材生産額と栽培きのこ類生産額はほぼ半々。

○ 木材価格は高度経済成長に伴う需要の増大等の影響により1980年にピークを迎えた後、木材需要の低迷や輸入材との

競合等により長期的に下落してきたが、近年はおおむね横ばい。

（１）林業生産の動向

■ 林業産出額の推移

２ 林業の現状と課題
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資料：農林水産省「林業産出額」

注１：「その他」は、薪炭生産、林野副産物採取。
注２:2016年から、「木材生産」に輸出丸太及び「燃料用チップ素材」を追加したことに伴い、輸出丸太は1975年まで、

燃料用素材は2011年まで遡及している。

2002年
木材自給率最低

1980年
木材価格

ピーク

■ 木材価格の推移

Ｋ

7
資料：農林水産省「木材需給報告書」、「木材価格」
注１：素材価格は、それぞれの樹種の中丸太（径14～22cm（カラマツは14～28cm）、長さ3.65～4.00m）の価格。
注２：2013年の調査対象の見直しにより、2013年の「スギ素材価格」のデータは、前年までのデータと必ずしも連続しない。
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ピーク
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木材自給率最低

ピーク時
の約1/4

ピーク時
の約1/3

資料：農林水産省「木材統計」

樹種別国産材生産量（2016年）
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資料：農林水産省「2015年農林業センサス」
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○ 我が国の森林所有構造は、所有面積10ha未満が林家数の９割を占めるなど小規模・零細。

○ 生産性は向上しつつも低位であり、意欲ある者への施業集約化や低コストで効率的な作業システムの普及・定着等が課題。

また、林家の所得や林業従事者の平均賃金は低い現状。

○ 林業経営の中核を担う者は、森林所有者等から委託を受けて作業する会社や森林組合等の林業事業体。年間素材生産量

5,000㎥未満の小規模な経営体が９割を占める一方、5,000㎥以上の経営体が素材生産量全体の約８割を生産。

（２）林業経営の動向

■ 林家の保有山林面積

■ 主伐・間伐の生産性

資料：農林水産省「2015年農林業センサス」

注：林家とは保有森林面積が１ha以上の者。

■ 林業にかかる所得

■ 組織形態別の素材（丸太）生産量

資料：農林水産省「2015年農林業センサス」
注１：会社とは、株式会社、合名・合資会社、合同会社などをいう。 注２：その他の法人とは、一般社団法人、宗教法人などをいう。
注３：経営体とは、林業経営体であり、①保有山林面積が３ha以上かつ過去５年間に林業作業を行うか

森林経営計画又は森林施業計画を作成している、②委託を受けて育林を行っている、
③委託や立木の購入により過去１年間に200㎥以上の素材生産を行っている、のいずれかに該当する者をいう。

林業所得
11.3万円

／1経営体

林業従事者
の平均所得

305万円

資料：林業所得（平成25年度分）は、
農林水産省「平成25年度林業経営統計調査報告」
林業従事者の平均所得（平成25年分）は、林野庁業務資料。

注：平成25年の全産業平均給与は414万円
（国税庁「民間給与実態統計調査」） 。

資料：林野庁業務資料
注：主伐、間伐いずれも全樹種の平均である。

林業経営体の素材生産量規模別の経営体数と素材生産量

保有山林面積

林家数

所有面積10ha未満 ９割

1～5ha
1,290千ha

(25%)

10～50ha
1,640千ha

(32%)

100ha以上
1,080千ha

(21%)

50～100ha
430千ha

(8%)

1～5ha
61.7万戸

(74%)

5～10ha
11.1万戸

(13%)

10～50ha
9.1万戸
(11%)

100ha以上
0.4万戸
(0.4%)

50～100ha
0.7万戸

(1%)

(83万戸)

(517万ha)

5～10ha
720千ha

(14%)

林業経営体数
（10,490経営体）

素材生産量
（1,989万㎥）

９割

８

(注) 

0 1,000 2,000

地方公共団体・財産区
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その他の法人

森林組合等の団体

会社

総計

（万㎥）

保有山林で自ら伐採

受託若しくは立木買い

（10,490経営体）

（1,305経営体）

（808経営体）

（126経営体）

（7,916経営体）

（335経営体）

16百万㎥
（78%）

4百万㎥
（22%）

素材生産の約7
割を担う

受託・立木買いが約
８割＊過去１年間に素材生産を行った経営体

（20百万㎥）

（14百万㎥）

1百万㎥
（16%） 7百万㎥

（84%）

5.5百万㎥
（93%）

0.4百万㎥
（7%） （6百万㎥）

（8百万㎥）



（３）森林施業の集約化の推進

○ 森林所有者の世代交代や不在村化等から、所有者の特定が困難な森林が多数存在。このため、意欲ある者が複数の所有者

の森林を取りまとめ、施業を一括して実施する「施業集約化」に多大な労力がかかっている現状。

○ 施業集約化の一層の推進に向け、ICTの活用、所有者・境界の明確化に向けた取組により、森林経営計画の作成を促進。

○ 市町村が民有林の所有者や境界測量の状況などの情報を林地台帳について、2019年度から本格運用 。

所有者の意向が
確認できない

間伐材が搬出できない

森林の境界や所有者が不明

■ 施業集約化の取組■ 不在村者保有の森林面積の割合

資料：農林水産省「2005年農林業センサス」
国土交通省（H23 農地・森林の不在村所有者に対するインターネットアンケート）

注１：不在村者とは、森林所有者であって、森林の所在する市町村の区域に居住、または事業所を置く者以外の者。
注２：森林整備法人（林業・造林公社等）を除く。
注３：国土交通省の調査時点では、森林法に基づく森林の土地の所有者の届出制度は未施行。

県外

在村者
76％

県内

保有森林面積
1,343万ha

不在村者24％

森林の所有者のうち、
相続時に何も手続き
をしていない 17.9%

効率的な
作業システムが可能

効率的な
路網整備が可能

間伐材の搬出が可能

宅地 農用地 林地 合計

54% 74% 45% 52%

資料：国土交通省

■ 地籍調査の進捗状況（2017年度末）

複数の所有者の森林を
取りまとめ、施業を一括して実施

■ 林地台帳制度の概要

データベース（林地台帳＋地図）の整備

• 所有者の情報（住所、氏名）
• 土地の地番、地目、面積
• 測量の実施状況
• 森林経営計画認定状況 等

【林地台帳】市
町
村

森
林
の
所
有
者

○情報提供
○活動支援

○所有者が代わった
場合の届出

○台帳の修正の申し出

活動状況を
市町村に

報告

森林組合・林業事業体等の担い手
間伐等の
実施に向けた活動

【地図】

所有者・境界が明らかになり、森林施業の集約化が進み、間伐等推進、雇用創出、地域材活用

担い手
育成支援

国

都道府県

（資源情報の高度化）
（森林整備活動支援
交付金※）

（森林情報等の提供）

台
帳
整
備
支
援
等

森林整備等
の推進・円滑化

※ 他に同趣旨の
地財措置

地域林政アドバイザー
等による支援

■ 森林整備を進めるため所有者等を特定する作業に
大きな労力がかかっている事例

N県G市の事例 T県N町の事例

51ヘクタール（206筆）の森林につ

いて、森林整備のため市が所有
者又は土地の管理を行う者の所
在確認を行ったところ、特定作業
には１年３カ月を要した。（最終的
に特定できなかった５名分の土地
は事業対象地より除外）

369ヘクタール（115筆）の森林に

ついて、施業の集約化を目的とす
る境界明確化事業実施のため、
町が所有者又は土地の管理を行
う者の所在確認を行ったところ、
特定作業には11カ月を要した。

資料：国土交通省調査
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（４）適切な経営や管理の推進

○ 多くの森林所有者は林業経営への意欲が低い一方で、林業経営者（素材生産業者等）のうち70％の者は規模拡大の意向が

あるが、事業を行う上での課題として、「事業地確保が困難」と回答。

〇 経営管理が行われていない森林について、森林所有者の意向に応じて、市町村が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぐ

森林経営管理制度（森林経営管理法）が2019年度から運用開始。

〇 約660万haの私有人工林のうち、条件が良く林業経営に適した森林については、林業活動による循環利用により整備、自然的条件に

照らして林業経営に適さない森林については、公的主体により間伐や針広混交林への誘導を推進。

森林所有者 市町村

経営管理を委託

意向を確認 林業経営に
適した森林

経営管理を再委託

林業経営に
適さない森林

意欲と能力のある
林業経営者

市町村が自ら管理

■ 森林経営管理制度の概要

■ 林業経営者（素材生産業者等）の今後の規模拡大の意向

規模拡大したい
70％

現状維持したい
26％

規模縮小したい、
やめたい、無回答

4％

※素材生産業者（1,202社）へのアンケート結果（2015年）を集計

■ 私有人工林の整備イメージ

■ 森林所有者の今後の林業経営に関する意向

0% 20% 40% 60% 80% 100%

32.6％ 50.8％

4.6％ 7.3％ 3.8％ 0.9％

経営規模の拡大・
拡充を図りたい

現状の経営規模
を維持したい

経営規模を
縮小したい

林業経営を
やめたい

無回答山林は保有するが、
林業経営は行うつ
もりはない

資料：農林水産省｢林業経営に関する意向調査」(2011年)

（林家1,607名に対して実施した調査。1,013名から回答を得た結果。）

１０
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延長

森林作業道

林道等

（５）林業の生産性と経営力の向上

■ 高性能林業機械を使用した作業システムの例■ 路網のネットワーク

○ 路網と高性能林業機械を適切に組み合わせた作業システムの普及・定着を図ること等で高い生産性を確保。

○ 路網整備は近年増加傾向で推移しているものの、路網密度は未だ不十分。林道等と森林作業道を組み合わせた路網の整備

を引き続き進めるとともに、林業専用道など丈夫で簡易な路網に必要な技術の普及・定着を図る。

○ 具体的な施業を想定しつつ、緩傾斜・中傾斜地には車両系、急傾斜地では架線系を主体とする作業システムの導入を図る。

○ リモートセンシング技術やＩＣＴを活用した森林資源調査・生産管理などにより、生産性の向上を図る。

森林作業道：フォ
ワーダ等の林業機
械の走行を想定し
た森林施業用の道

林業専用道：大型
の林業用車両の走
行を想定した必要
最小限の構造の道

林道：一般車両
の走行も想定し
安全施設を備え
た道

11

■ 林内路網の現状と整備の目安

資料：林野庁業務資料
注 ：林道等には、「主として木材輸送トラックが走行する作業道」を含む。

現状 整備の目安

総
延
長

（万km）

■ ICT(情報通信技術)を活用した生産管理の導入事例

森林作業道

車
両
系
作
業
シ
ス
テ
ム

架
線
系
作
業
シ
ス
テ
ム

伐倒：チェーンソー 木寄せ：ウインチ
付きグラップル

造材：プロセッサ 集材：フォワーダ 運材：トラック

伐倒：チェーンソー 集材：タワーヤーダ又
はスイングヤーダ

造材：プロセッサ 運材：トラック

木材を掴み荷役を行う
枝払、玉切、木材
の集積を行う

玉切した木材を荷
台に積んで運ぶ

簡便に架線集材するため人工支柱※

を装備した自走可能な集材機

枝払、玉切、木材
の集積を行う

林業専用道

林道

林道

森林作業道 林業専用道

航空レーザ計測に
よる森林資源調査

出荷

生産

出材量データ

出荷情報

現場管理情報

生産(施業)計画の作成・
森林所有者への提案

生産現場

森林ＧＩＳ等

品質ごとに納入先に迅速
に直送又は土場で引渡し

日報アプリ
スマホ検収
システム

山土場・中間土場

（開発中）
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■ 林業従事者数、高齢化率、若年者率、平均年齢の推移

施業実行の主体
（森林組合、民間事業体、森林所有者）

育成

森林総合監理士
（フォレスター）

1,169名が登録
（2018年3月末）

（６）人材の育成・確保

■ 林業への新規就業者数の推移

○ 林業従事者は減少傾向で推移し、2015年で4.5万人。高齢化率は依然として全産業平均と比べると高いが、全産業の若年者
率が低下する中、林業従事者についてはほぼ横ばいであり、平均年齢は若返り傾向。

○ 「緑の雇用」事業等により、新規就業者を確保し、現場技能者として段階的・体系的に育成。また、雇用管理の改善と
労働災害防止対策を推進。

○ また、各種研修等の実施により、施業集約化の中核となる「森林施業プランナー」、地域全体の森林づくり・林業活性化の構想
作成・合意形成・構想実現を支援する「森林総合監理士（フォレスター）」等の人材は確保されつつある状況。

■ 林業を担う人材の役割

■ 「緑の雇用」等による現場技能者の育成

・ 安全・効率的な作業に必要な知識・技術等の習得のための3年間の研修を支援
(1人当たり9万円/月 等)  

・ 現場の効率的運営や統括管理に必要な知識・技術等の習得研修を支援

 林業作業士（フォレストワーカー）

 現場管理責任者（フォレストリーダー）

 統括現場管理責任者（フォレストマネージャー）

資料：林野庁業務資料

就業前

就業後

 林業への就業に向け林業大学校等で学ぶ青年
・林業就業に必要な知識等の習得を行う学生等へ給付金を支給

(1人当たり最大150万円/年を最大2年間) 

認定

市町村の森林・林業行政
を技術面で支援

森
林
所
有
者

計画作成
を提案

委託

森林経営の主体
（森林組合、民間事業体、森林所有者）

市町村

作成

相談

施業の提案

都道府県
職員

市町村
職員

林野庁
職員

民間

資格試験
登録

森林経営計画

市町村
森林整備計画

委託

森林施業プランナー
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1２

緑の青年就業
準備給付金事業

「緑の雇用」新規就
業者育成推進事業
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 林業事業体の自主的な安全活動の促進

・ 労働安全の専門家（コンサルタント）による安全指導等を実施

現場技能者キャ
リアアップ・林業
労働安全対策

1,933名が認定
（2018年3月末）

資料：総務省「国勢調査」
注1：高齢化率とは、総数に占める６５歳以上の割合。また、若年者率とは、総数に占める３５歳未満の割合
注2：林業従事者とは、就業している事業体の産業分類を問わず、森林内の現場作業に従事している者
（参考）H27年の全産業における高齢化率13％、若年者率24％
注3：林業従事者の平均年齢については、H7以前は林野庁試算による
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平均：約2,100人
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4,334

「緑の雇用」による新規就業者
約１万７千人（2003年以降全体の約４割）



○ 山村は国土面積の５割を占め、それを全人口の３％で支えている状況。過疎化・高齢化が進行し、就業人口も減少する一方、
山村における第１次産業従事者は就業人口の約２割に相当。地域の森林資源を活かした産業育成が重要。

○ このため、木質バイオマスのエネルギー利用やきのこ・竹・炭などの特用林産物の生産振興、都市と山村の交流促進等に
より、地域資源の付加価値向上を図る。

○ 近年、主に所有する森林で自ら伐採等の施業を行う「自伐林家」、都市地域から過疎地域等に移住し地域協力活動を行う「地
域おこし協力隊」、「持続可能な開発目標（SDGｓ）」の達成に資する取組等の活動が、地域活性化の観点から注目。

（７）山村の振興

区分 振興山村 全国 対全国比

総面積 1,785 3,779 47%

林野面積 1,517 2,485 61%

人口 393 12,806 3%

高齢化率 34.1 23.0 －

■ 振興山村の面積と人口
（単位：万ha 万人 %）

資料：総務省「平成22年国勢調査」、農林水産省「2010年世界農林業センサス」、
農林水産省「山村基礎調査」（平成25年度調査）

注１：林野面積とは、森林と森林以外の草生地を合わせたものをいう。
注２：振興山村の高齢者数は農林水産省農村振興局で推計。
注３：振興山村とは、林野率が高く、人口密度が低い地域で、産業基盤および

生活環境の整備等が十分に行われていない山村について、山村振興法に
基づき指定された区域。

■ 地域外からの人材の活用

■ きのこの生産振興 ■ 都市と山村の交流促進■ 就業人口の推移と2010年の産業別就業人口

「しいたけのブランド化」

地域で生産される原木しいた
けの生産拡大、知名度の向上
を目的に、「原木しいたけブラ
ンド化促進協議会」を設立。

一度は生産が途絶えかけた
ブランド再興に取り組んでお
り、生産者育成や販路開拓と
いった取組を推進。

<鳥取県>

1３
資料：山村カード調査、国勢調査

注：振興山村の就業人口は農林水産省農村振興局で推計
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「日本美しの森 お勧め国有
林」に選定されている赤沢自
然休養林において、森林セラ
ピーⓇを核とした企業向けの
メンタルヘルスツアーや森林
内の散策コースを利用した
ファミリー層向けのアドベン
チャープログラムの構築、イン
バウンド受入体制の整備等を
実施。

<長野県上松町>

(年)

■ SDGs達成に資する取組

「地域資源の森林を最大限に
活用」

循環型森林経営を進めるとと
もに、広葉樹資源の家具用材
としての高付加価値利用、森
林バイオマス利用拡大のため
の原料供給体制の構築など、
木質資源のトータル活用に向
けた取組を実施。

<北海道下川町>
しもかわちょう

下川町産広葉樹の机

あげまつまち

「地域資源を観光資源として活用」

「地域おこし協力隊による
里山林等の整備」

高齢化や森林整備の担い手
不足の中、地域おこし協力隊
が地域住民とともに侵入竹の
除去や里山林の整備を実施。

伐採した雑木は薪材やバイオ
マス材として利用。

<高知県佐川町>

さかわちょう

作業路の草刈り

竹の伐採

ブランド促進協議会の様子

下川町産広葉樹の
お食い初めセット
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